
【有識者モニターアンケート】

調査対象： 全国の各界有識者に委嘱している有識者モニター　200人

　　企業経営者、学識経験者、マスコミ関係者、地方公共団体の長、

　　労働団体関係者、市民団体関係者、弁護士等

調査時期： 平成27年11～12月

調査手法： 郵送調査

回答状況： 回答者数 191人 （昨年度 196人）

回答率 95.5％（昨年度 98.0％）

問１　一般職の国家公務員の倫理感について、現在、どのような印象をお持ちですか。

n：有効回答者数（以下同じ）

※平成27年度は「分からない」の選択者なし。

　・　税金の無駄遣いが多いから（７）
　・　国民の利益よりも自分達の利益を優先しているから（６）
　・　不祥事や汚職がなくならないから（５）
　・　仕事のやり方が不透明であり、国民に対する説明責任を果たしていないから（５）
　・　職務の執行に公正さを欠いているから（３）

　※括弧内の数値は回答者数（n=8）

○ 「倫理感が高い」又は「全体として倫理感が高いが、一部に低い者もいる」と回答した理由
　 （複数回答可）

有識者モニターアンケートの結果

○　「全体として倫理感が低いが、一部に高い者もいる」又は「倫理感が低い」と回答した理由
　　（複数回答可）
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【有識者モニターアンケート】

※いずれも「全く期待していない」の選択者なし。

問４　このアンケートが届く以前、倫理法・倫理規程についてどの程度御存知でしたか。

問２　あなたが一般職の国家公務員の仕事への取組について感じているお気持ちをお選びください。

問３　一般職の国家公務員の職務に係る倫理保持の現状を踏まえると、現在、一般職の国家公務
　　員の姿勢として、不足している、あるいは更に求められると思うものを３つ以内でお選びください。
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【有識者モニターアンケート】

問５　倫理規程で定められている行為規制の内容全般について、どのように思いますか。

※平成27年度は、「緩やかである」又は「分からない」の選択者なし。

※ア、イ、エ及びオは、「分からない」の選択者なし。

問６　倫理規程で定められている行為規制の各論についてお聞きします。以下のア～キの行為規制
　　について、どのように思いますか。

問７　現在、倫理法・倫理規程があるため、職務に必要な行政と民間企業等との間の情報収集、意見
　　交換等に支障が生じていると思いますか。
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【有識者モニターアンケート】

問９　このアンケートが届く前に、公務員倫理ホットラインが倫理審査会に設置されていることを御存知
　　でしたか。

問８　一般職の国家公務員の倫理意識の涵養、倫理的な組織風土の構築、不祥事への厳正な対応
　　を推進するべく、一般職の国家公務員に対する倫理研修の手法として、有効だと思う内容につい
　　て、３つ以内でお選びください。
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部下や組織の職務に係る倫理の

保持のためのマネジメント手法

民間企業等におけるコンプライアンス

問題（企業倫理）への取組状況の紹介
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【有識者モニターアンケート】

問10－２ 【①「通報しようと思う」と回答された方にお伺いします】

以下の通報窓口のうち、どちらに通報しますか。該当するものを全てお選びください。（複数回答可）

（注）上記のほか、「その他」として「悪質なら報道機関に」、「行政相談窓口」の回答あり。

問10　倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為を発見した場合に、通報しようと思いますか。

問11　公務員による不祥事が起きた際、信頼回復のために必要な行政の対応は何だと思いますか。
　　必要だと思うものを３つ以内でお選びください。
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